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子ども見守り家庭訪問

　市では、子供の健やかな成長と、子育ての孤立化防止のために、乳児がいるすべての世帯を
市職員などが訪問し、子育てに関する相談や情報提供のほか、地域での暮らしを支援する民生
委員・児童委員の紹介も行っています。
　令和7年12月以降に出生した乳児がいる世帯で、新生児訪問を受けていない場合は乳児家庭
訪問を行います。
※�11月以前に出生した乳児がいる世帯は、新生児訪問の有無にかかわらず、3月末までに地域の民生委員・児童委員が訪問。

家庭児童相談室（出口町 6384・1472 6384・1175）

新生児訪問

　助産師などが乳児の身体
測定、母親の心身の健康状
態の確認を行います。授乳や
発育の相談などもできます。
すこやか親子室（出口町 6339・1214
6384・1175）

  対 　象  　�生後3か月までの
乳児がいる世帯

 申し込み 　�市の電子申し込み
システム

子ども見守り家庭訪問を実施するために、家庭児童相談室とすこやか親子室は情報連携を行っています。

詳しくはこちら

　家庭児童相談員などが、子育てに関する
情報提供や相談、必要なサービスの検討な
どを行います。
　対象世帯に事前に連絡のうえ訪問します
が、連絡がつかない場合は直接訪問するこ
ともあります。
※�身体測定や授乳の相談はできません。

詳しくはこちら

乳児家庭訪問

初めて育児を
する人や、低出生体重児、
母乳相談など専門職への

相談はこちら。

出生

どちらかを受けてください


